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議 員 派 遣 結 果 報 告 書 

 

令和４年９月２０日に決定された議員派遣について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．期 日 

   令和４年１０月７日（金） 

 

２．場 所 

   八頭郡若桜町大字若桜７５７番地 「若桜町公民館」 

 

３．内 容 

   鳥取県東部町議会議長会議員研修会 

    講 演 

演題：「新個人情報保護法施工に伴う議会の個人情報保護の対応について」 

講師：鳥取県町村議会議長会 参事 谷 口 玲 子 氏  

 

４．所感等 

   昨年度はコロナ禍により、オンラインで開催された東部町議会議長会議員研修



 

 

会であったが、今年度は３年ぶりに東部４町の議会議員が若桜町に一堂に会して

研修会が開催された。 

   講義内容としては、現行の個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行

政法人等個人情報保護法の３本の法律が新たな個人情報保護法に統合（令和５年

４月以降）に伴う課題や対応についての講義を受けた。 

   議会においては、地方公共団体とは独立性の観点から除外されるとなっている

が、実際には個人情報保護の対象にされており、地方公共団体との共通ルールに

沿う条例等の措置が必要ということであった。 

   運用に関しても、議会傍聴者の氏名住所の取り扱いや議員の経歴なども対象に

なるということであり、罰則規定を設ける事は議会・行政共に必須条件であると

考えるが、施行後の運用面も考慮しながら慎重な協議が必要と感じた。 

  

 


